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証券コード　6580
2021年６月８日

株　主　各　位
東京都渋谷区渋谷二丁目15番１号
株 式 会 社 ラ イ ト ア ッ プ
代表取締役社長 白 石 　 崇

第20期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第20期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主の皆様におかれましては、可能な限り株主総
会へのご来場をお控えいただき、書面（郵送）又はインターネットによる事前の議決権行使をお願い
申しあげます。
　書面（郵送）又はインターネットによる議決権行使にあたっては、お手数ながら後記の株主総会参
考書類をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」（３頁）に従いまして、2021年６月22日
（火曜日）午後７時までに「議決権行使書が到着するようご送付」又は「インターネットでのご入力
を完了」くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2021年６月23日（水曜日）午後２時　（受付開始　午後１時30分）
２．場 所 東京都渋谷区渋谷二丁目15番１号

渋谷クロスタワー　32階　当社会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
　本年は、感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席
数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場を
お断りする場合がございます。また、当社役員につきましても、感染拡大リスク
の低減及び会社の事業継続という観点から、株主総会当日の健康状態にかかわら
ず、一部の役員のみの出席とさせていただく可能性があります。あらかじめご了
承のほど、よろしくお願い申しあげます。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第20期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告及び計算書類報

告の件
決 議 事 項 第１号議案　取締役６名選任の件

第２号議案　監査役３名選任の件
第３号議案　会計監査人選任の件

以　上
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○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。

〈株主様へのお願い〉
・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がござ

います。また、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合があります。株主総会の運営に変更が
生じる場合は、当社ウェブサイト（https://www.writeup.jp/）にてお知らせいたします。

・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。
・ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申しあげます。マスクを着用しない株主様は入

場をお断りし、お帰りいただく場合があります。
・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催時間を短縮する観点から、議

場における報告事項（監査報告を含みます）及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。
株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただきますようお願い申しあげます。

○株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を当社ウェブ
サイト（https://www.writeup.jp/）に掲載させていただきます。

○総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承いただきますようお願い
申しあげます。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送くだ
さい。

次頁の案内に従って、議案に対する賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2021年６月23日（水曜日）
午後２時（受付開始：午後１時30分）

2021年６月22日（火曜日）
午後７時到着分まで

2021年６月22日（火曜日）
午後７時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案に対する賛否をご記入ください。
第１、２号議案 　

◦ 全員賛成の場合 賛  に〇印

◦ 全員反対の場合 否  に〇印

◦ 一部の候補者に
反対の場合

賛  に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第３号議案 　

◦ 賛成の場合 賛  に〇印

◦ 反対の場合 否  に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお
取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお
取り扱いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.tosyodai54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマート
フォンかタブレット端末で読み取ってください。

1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

東京証券代行株式会社
電話：0120－88－0768（フリーダイヤル）

受付時間　午前９時～午後９時

－ 4 －
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■ インターネットによる同時中継のご案内
株主総会の模様をインターネットにより同時中継いたします。

公　開　日　時 2021年６月23日（水曜日）午後２時より
同時中継ＵＲＬ

○パソコン、スマートフォン又はタブレット端末にてご視聴される株主様は上記ＵＲＬにアクセスし
てください。

○パスワードを入力する画面が表示されますので、下記のパスワードをご入力ください。

パスワード

<同時中継ご視聴にあたってのご注意事項>

○ご使用のパソコン及びインターネットの接続環境並びに回線の状況等により、ご視聴いただけない
場合があります。

○ご視聴いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。
○同時中継をご視聴される株主様は株主総会当日の決議に参加いただくことはできません。本招集ご

通知３頁記載のいずれかの方法により事前に議決権をご行使のうえ、ご視聴ください。
○同時中継をご視聴される株主様からはご質問及びご意見をお受けすることができません。
○撮影、録画、録音、保存はご遠慮ください。
○パスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
○ご出席される株主様のプライバシーに配慮いたしまして、中継の映像は議長席及び役員席付近のみ

とさせていただきます。

－ 5 －
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

( 2020年４月１日から
2021年３月31日まで )

１．会社の現況
(1)　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大や緊急事態宣言発出
に伴う個人消費の大幅な低迷など経済活動の停滞が長期化し、極めて厳しい状況となりま
した。また、感染再拡大の影響もあり本格的な回復には至っておらず、依然として先行き
が不透明な状況が続いております。
　このような経営環境のもと、当社は、在宅勤務や時差出勤の実施など新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止に努めながら、「全国、全ての中小企業を黒字にする」という理念に
基づいて各事業を展開してまいりました。
　この結果、当事業年度の売上高は2,134,125千円（前事業年度比15.3％増）、営業利益
は602,563千円（同133.9％増）、経常利益は596,251千円（同132.7％増）、当期純利
益は431,083千円（同180.4％増）となりました。

　セグメント別の状況は次のとおりであります。
　なお、当事業年度より、事業環境の変化に伴い、実態に即した名称にするため、従来の
「クラウドソリューション事業」から「ＤＸソリューション事業」にセグメント名称を変
更しております。この報告セグメントの名称変更がセグメント情報に与える影響はありま
せん。

　ＤＸソリューション事業におきましては、パートナー企業と共同で実施するＩＴ・人材・
マーケティング関連商材の共同開発、共同仕入れ及びそれら企業への営業支援を行ってい
る「ＪＤネット」サービスと、経営課題解決エンジン「Ｊエンジン」を主軸にＩＴ・人材・
マーケティング・資金確保の４つの視点から経営課題の解決施策を提案するコンサルティ
ングサービスを展開してまいりました。

－ 6 －
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　当事業年度は、従来より実施していた金融機関等との共同開催による経営支援セミナー
を実施できなかったことから、「Ｊエンジン」領域のコンサルティング受注が減少いたし
ました。一方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による公的支援制度の活用ニーズ
の高まりを受け、補助金・助成金自動診断システム「Ｊシステム」のＯＥＭ提供が堅調に
進捗いたしました。「ＪＤネット」においては、業態転換を図る企業が増加したことから、
新規パートナー企業の加入が増加傾向にあります。また、各種経営支援セミナーをオンラ
インセミナーに変更して実施したことにより、集客・開催コスト等を大幅に削減すること
ができました。
　この結果、同セグメントの売上高は1,781,766千円（前事業年度比22.2％増）、セグメ
ント利益は746,770千円（同75.9％増）となりました。

　コンテンツ事業におきましては、業種や規模を問わず、様々な企業の「メール・Webマ
ーケティング」等の企画制作の受託サービスを展開しており、市場環境の変化に合わせて
サービスの受注拡大と生産性向上に努めてまいりました。当事業年度は、メール分野は堅
調でしたが、ソーシャルメディア分野及びコンテンツ分野においては新型コロナウイルス
感染症拡大により受注件数の減少や制作リードタイムの長期化等の影響を受ける中で諸経
費の削減に努めてまいりました。
　この結果、同セグメントの売上高は352,358千円（前事業年度比10.4％減）、セグメン
ト利益は101,620千円（同28.2％増）となりました。

事業別売上高

事 業 区 分

第19期
（2020年３月期）

（前事業年度）

第20期
（2021年３月期）

（当事業年度）
前事業年度比

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

Ｄ Ｘ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 1,458,256千円 78.8％ 1,781,766千円 83.5％ 323,510千円 22.2％

コ ン テ ン ツ 事 業 393,365 21.2 352,358 16.5 △41,007 △10.4

合 計 1,851,621 100.0 2,134,125 100.0 282,503 15.3

②　設備投資の状況
　当事業年度に実施しました設備投資の総額は、5,055千円であります。

③　資金調達の状況
　該当事項はありません。

－ 7 －
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④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。

(2)　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第17期
(2018年３月期)

第18期
(2019年３月期)

第19期
(2020年３月期)

第20期
(当事業年度)
(2021年３月期)

売 上 高(千円) 1,606,677 1,612,993 1,851,621 2,134,125
経 常 利 益(千円) 423,924 264,555 256,272 596,251
当 期 純 利 益(千円) 292,878 191,931 153,730 431,083
１株当たり当期純利益 (円) 54.60 34.10 29.41 82.43
総 資 産(千円) 1,344,240 1,811,417 1,982,379 2,505,085
純 資 産(千円) 988,889 1,467,657 1,622,154 2,052,924
１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 184.35 280.87 310.15 392.54

（注）１．当社は、2018年１月30日開催の当社取締役会決議に基づき、2018年２月16日付で普通株式１株に
つき３株の株式分割を行っております。第17期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当
たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

２．当社は、2021年２月12日開催の当社取締役会決議に基づき、2021年４月１日付で普通株式１株に
つき２株の株式分割を行っております。第17期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当
たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

(3)　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
　　該当事項はありません。

－ 8 －
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(4)　対処すべき課題
　国内の経済・市況につきましては、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が開始されるな
ど緩やかに収束に向かう傾向が見られるものの、しばらくは経済の低迷が続くものと予想され、
当社の中心顧客層である中小・零細企業の経営にも甚大な影響を及ぼすことが予想されます。し
かし、そのような環境だからこそ公的支援制度の活用ニーズ、リモートワークやＷｅｂ商談のた
めのＩＴツールへのニーズ、インターネット広告市場など、当社が得意とする分野での需要はま
すます拡大していくものと予想しております。
　このような環境の下、当社は中長期的な会社の成長と企業価値の向上及びその最大化を実現す
るために、以下の点を主な経営課題と捉えております。

①　ＤＸソリューション事業における取組について
ａ．商材供給の安定化及び品質の維持について(ＪＤネット)

創業以来のコンテンツ事業のノウハウを活かし、商材や自社メディア・サービスの企画開
発を行っております。当社で取り扱う商材は、ターゲットユーザーが中小・零細企業であ
り、機能面では限定されているが安価で使いやすいことが必要なため、価格と質を維持しな
がら安定的に商材供給を実現することが事業規模拡大の課題です。当社は自社開発にこだ
わらず、パートナー企業や外部のサービス提供企業とも協力し、安定的な商材供給を確保す
るように努めております。

また、パートナー企業の満足度向上のためには商材の品質確保が必要になります。取り扱
う商材は自社にて動作確認を行い、不具合の発生等を最小限に抑制するように努めておりま
す。今後は、更なる品質の向上を実現することが当社の事業拡大のため必要であると考えて
おります。

ｂ．パートナー企業数の適切な拡充とフォロー強化について(ＪＤネット)
参加パートナー企業数の増大はＪＤネット登録料売上、営業支援売上、商材売上の増加に

つながります。一方で、パートナー企業の多くは既存事業の顧客に対して更なる提案を行う
ために当社の商材を求めており、パートナー企業の無制限な拡大はパートナー企業が抱える
既存顧客への過度な営業や奪い合いなどのトラブルを引き起こします。また、当社による販
促支援の人的稼働も有限であることから、満足度の低下をもたらす可能性もあります。その
ため、パートナー企業の募集に関しては、地域や業種を加味し適切に拡充することに努めて
おります。また、既存パートナー企業に対しては営業同行や商材の勉強会等の開催によるフ
ォローを定期的に行っております。

－ 9 －

対処すべき課題
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今後、パートナー企業による商材売上を増加させるためには、新規参加社数の確保だけで
なく、既存パートナー企業へのフォローに関しても、体制の強化とともに、より効率的な営
業支援方法の確立が必要であると考えております。

ｃ．士業活用支援サービスの推進について（Ｊエンジン）
同サービスを顧客企業に提供するにあたって、士業リソースを活用した政府及び地方自治

体の中小企業向けの公的支援制度の活用を推奨しております。よって今後、制度の活用に直
接関係する法律、税制等の改正や各種制度に関する政府及び地方自治体の施策に重要な変更
があった場合、影響を受ける可能性があります。そのような事態に対処するため、本サービ
スでは、公的支援制度活用以外にも、地方銀行・信用金庫を中心に金融機関と連携した顧客
の資金面を支援する体制づくり及び顧客企業の固定費等を削減し資金確保を実現するため
のコスト削減商材の拡大に努めております。

②　コンテンツ事業における取組について
ａ．ソーシャルメディアやデバイスの変化への対応について

当社は、今後の事業拡大において、新たなソーシャルメディアの出現、スマートフォンや
タブレット端末等の新しいデバイスの出現等にみられるインターネット市場におけるトレ
ンドを常に把握しながら、顧客のマーケティングニーズへの対応を図ることが重要と考えて
おります。そのため、新たなソーシャルメディアやその活用方法に関して、企画から制作、
運用までを一貫して展開できるサービス体制の強化を引き続き図っていく方針であります。

ｂ．ＤＸソリューション事業との連携強化について
ＤＸソリューション事業では、全国のパートナー企業による販売網を構築し、Ｗｅｂマー

ケティングに関する商材等を販売しております。当社としては首都圏以外の地域に大きな
潜在的な需要があると見込んでおり、コンテンツ事業の売上高向上には、現状、大手広告代
理店との連携が主要ですが、ＤＸソリューション事業との連携強化による全国展開も必要と
考えております。そのために、コンテンツ事業の商材をパートナー企業にも展開していく方
針であります。

－ 10 －

対処すべき課題
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③　新規事業の展開について
　当社の主要事業であるＤＸソリューション事業では、販売代理店であるパートナー企業に安
価で利益率の高い経営支援・Ｗｅｂ活用支援に関する商材を提供しておりますが、パートナー
企業にも様々な特性とニーズがあるため、パートナー企業にとって有益な価値を提供する新規
事業の展開が今後の事業規模拡大につながると考えております。そこで、ＤＸソリューション
事業拡大のため、中小企業の販売力強化を目的とした採用や教育支援等を行う人材事業領域の
事業展開を検討しております。

④　優秀な人材の確保と組織体制の強化について
　当社が継続的に企業価値を拡大していくためには、より専門性の高いサービスを構築できる
人材を十分に確保していくことが重要であると考えております。ソーシャルメディアと親和
性が高いと考えられる新卒採用に注力するとともに、高い専門性を有する人材及び管理職の獲
得のため中途採用にも取り組んでおります。
　また、事業の拡大に応じた管理業務を支障なく遂行できるよう、内部統制の仕組みを改善
し、管理部門の人員についても必要に応じて強化してまいります。

(5)　主要な事業内容（2021年３月31日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

ＤＸソリューション事業
企業向け研修の企画・販売、ＳＥＯ・Ｗｅｂマーケティングツール等の販売
及び販売権の提供などＩＴを活用した中小企業向け経営コンサルティングサ
ービス

コ ン テ ン ツ 事 業 メールマーケティング支援サービス、ソーシャルメディア活性化支援サービ
ス、コンテンツ制作サービス

（注）当事業年度より、事業環境の変化に伴い、実態に即した名称にするため、従来の「クラウドソリューショ
ン事業」から「ＤＸソリューション事業」にセグメント名称を変更しております。この報告セグメントの
名称変更がセグメント情報に与える影響はありません。

(6)　主要な営業所（2021年３月31日現在）
本 社 東京都渋谷区

－ 11 －
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(7)　使用人の状況（2021年３月31日現在）
事 業 区 分 使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

Ｄ Ｘ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 58 （17）名 － （７名増）

コ ン テ ン ツ 事 業 24 （－） ２名増 （３名減）

全 社 （ 共 通 ） ８ （２） ２名増 （－）

合 計 90 （19） ４名増 （４名増）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

90（19）名 ４名増（４名増） 32.6歳 4.8年

（注）１．従業員数は就業人員であり、役員は含まれておりません。また、（　）内に臨時雇用者（アルバイト、
パートタイマー、派遣社員を含む）の年間の平均人数を外数で記載しております。

２．平均年齢及び平均勤続年数は、小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。
３．当事業年度より、事業環境の変化に伴い、実態に即した名称にするため、従来の「クラウドソリュー

ション事業」から「ＤＸソリューション事業」にセグメント名称を変更しております。この報告セグ
メントの名称変更がセグメント情報に与える影響はありません。

(8)　主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。

(9)　その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 12 －
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２．株式の状況（2021年３月31日現在）
(1)　発行可能株式総数 10,500,000株
(2)　発行済株式の総数 2,903,000株
(3)　株　　　主　　　数 1,834名
(4)　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 （ 株 ） 持 株 比 率 （ ％ ）

白 石 　 崇 1,219,210 46.62

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 95,100 3.63

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ） 84,100 3.21

Ｇ Ｏ Ｌ Ｄ Ｍ Ａ Ｎ 　 Ｓ Ａ Ｃ Ｈ Ｓ
　 Ｉ Ｎ Ｔ Ｅ Ｒ Ｎ Ａ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ Ａ Ｌ 76,704 2.93

株 式 会 社 チ ェ ン ジ 58,060 2.22

楽 天 証 券 株 式 会 社 50,100 1.91

ラ イ ト ア ッ プ 従 業 員 持 株 会 43,100 1.64

三 田 証 券 株 式 会 社 39,200 1.49

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ） 31,300 1.19

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 30,700 1.17

（注）１．当社は、自己株式を288,052株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5)　その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 13 －
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３．新株予約権等の状況
(1)　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況
第 ３ 回 新 株 予 約 権

発行決議日 2016年６月28日

新株予約権の数 80個

新株予約権の目的となる株式の種類と数（注）１ 普通株式 48,000株
(新株予約権１個につき 600株)

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（注）１ 新株予約権１個当たり 100,200円
(１株当たり 167円)

権利行使期間 2018年６月30日から
2026年６月28日まで

行使の条件 （注）２

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く ）
新株予約権の数 80個
目的となる株式数 48,000株
保有者数 3名

監 査 役 ―

（注）１．当社は2016年11月26日付で普通株式１株につき100株、2018年２月16日付で普通株式１株につき
３株、2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。これにより、上
表に記載の「新株予約権の目的となる株式の種類と数」、「新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額」は調整後の内容となっております。

２．権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員たる地位を保有してい
ることとします。

(2)　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　　　該当事項はありません。

－ 14 －

新株予約権等の状況
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４．会社役員の状況
(1)　取締役及び監査役の状況（2021年３月31日現在）
会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長 白 石 　 崇
取 締 役 村 越 　 亨 管理部門担当
取 締 役 佐 藤 寛 信 コンテンツ事業部門担当
取 締 役 吉 　 本 　 信 治 郎 ＤＸソリューション事業部門担当
取 締 役 吉 川 浩 永 合同会社ＨＹ　代表社員

取 締 役 原 　 　 　 大 二 郎
ライジング法律事務所　パートナー
株式会社ゼネラル・オイスター　社外取締役（監査等委員）
株式会社ディマージシェア　監査役

常 勤 監 査 役 細 　 川 　 幸 一 郎

監 査 役 大 雲 卓 雄 大雲司法書士事務所　所長
株式会社ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ－Ｘ　監査役

監 査 役 本 行 隆 之

シロウマサイエンス株式会社　取締役
のぞみ監査法人　代表社員
Ｈａｍｅｅ株式会社　監査役
大江戸温泉リート投資法人　監督役員
株式会社Ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｃ京都　代表取締役
株式会社ＮＨＫビジネスクリエイト　監査役
株式会社みらいワークス　監査役
株式会社ＮＨＫアート　監査役
株式会社インフキュリオン・グループ　監査役

（注）１．取締役吉川浩永氏及び原大二郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役細川幸一郎氏、大雲卓雄氏及び本行隆之氏は、社外監査役であります。
３．常勤監査役細川幸一郎氏及び監査役本行隆之氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお

ります。
４．当社は、社外取締役吉川浩永氏及び原大二郎氏、常勤社外監査役細川幸一郎氏、社外監査役大雲卓雄

氏及び本行隆之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており
ます。

(2)　責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項に基づき、各社外取締役及び各監査役との間に同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

－ 15 －
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　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないと
きは、法令の定める最低責任限度額を限度としております。

(3)　取締役及び監査役の報酬等
　 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 報酬等の総額
（千円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額  （千円） 対象となる
役員の員数

（名）基 本 報 酬 業 績 連 動
報 酬 等

非 金 銭
報 酬 等

取 締 役
（うち社外取締役）

43,956
（3,600）

43,956
（3,600）

－
（－）

－
（－）

６
（２）

監 査 役
（うち社外監査役）

9,960
（9,960）

9,960
（9,960）

－
（－）

－
（－）

３
（３）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

53,916
（13,560）

53,916
（13,560）

－
（－）

－
（－）

９
（５）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の金銭報酬の額は、2007年５月29日開催の第５期定時株主総会において年額300百万円以内

（ただし、使用人分給与は含まない）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、
５名（うち、社外取締役は１名）です。

３．監査役の金銭報酬の額は、2018年２月15日開催の臨時株主総会において年額60百万円以内と決議し
ております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、４名（うち、社外監査役は３名）です。

４．取締役会は、代表取締役白石崇に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。代表取締
役に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社全体の経営状況等を最も熟知しており総合的に取締
役の報酬額を決定できると判断したためであります。

(4)　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役吉川浩永氏は、合同会社ＨＹの代表社員でありますが、当社と兼職先との間に特別な
関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。

・取締役原大二郎氏は、ライジング法律事務所のパートナー、株式会社ゼネラル・オイスター
の社外取締役（監査等委員）及び株式会社ディマージシェアの監査役でありますが、当社と
各兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。

・監査役大雲卓雄氏は、大雲司法書士事務所の所長及び株式会社ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ－Ｘの

－ 16 －

会社役員の状況
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　監査役でありますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利
害関係は有しておりません。

・監査役本行隆之氏は、株式会社Ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｃ京都の代表取締役、シロウマサイエンス
株式会社の取締役、Ｈａｍｅｅ株式会社、株式会社ＮＨＫビジネスクリエイト、株式会社み
らいワークス、株式会社ＮＨＫアート及び株式会社インフキュリオン・グループの監査役、
のぞみ監査法人の代表社員、大江戸温泉リート投資法人の監督役員でありますが、当社と各
兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。

②　当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 吉 川 　 浩 永

同氏は社外取締役に就任以降、企業経営者としての豊富な経験と幅広い
見識に基づき、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求めら
れる役割・責務を十分に発揮しております。当事業年度開催の取締役会
16回のうち14回に出席し、企業経営者の観点から、議案・審議等につ
き、必要な発言を適宜行っております。

取締役 原 　 大 二 郎

同氏は社外取締役に就任以降、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識
に基づき、法令・コンプライアンスを意識する助言など社外取締役に求
められる役割・責務を十分に発揮しております。当事業年度開催の取締
役会16回のうち15回に出席し、必要に応じて、主に弁護士としての専門
的見地から、議案・審議等につき、必要な発言を適宜行っております。

監査役 細 川 　 幸 一 郎

常勤監査役として、書類の閲覧や業務及び財産の状況を調査するほか、
内部統制システムの整備をはじめとする取締役等の職務執行を監視、検
証しております。当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に出席
し、また監査役会13回のうち13回に出席しており、各種法令や財務を主
体とした立場から必要な発言を行っております。

監査役 大 雲 　 卓 雄
当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に出席し、また監査役会13
回のうち13回に出席しており、主に司法書士として培ってきた豊富な経
験と知見から、適宜発言を行っております。

監査役 本 行 　 隆 之
当事業年度開催の取締役会16回のうち15回に出席し、また監査役会13
回のうち12回に出席しており、主に公認会計士として培ってきた豊富な
経験と知見から、適宜発言を行っております。

－ 17 －
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５．会計監査人の状況
(1)　名称　　　　　　　　　　ＰｗＣあらた有限責任監査法人

(2)　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る監査証明業務に基づく報酬 29,000千円

当事業年度に係る非監査業務に基づく報酬 1,820千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分出来ませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判
断をいたしました。

３．当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、両者で協議の上で監査報酬を決定しておりま
す。

(3)　非監査業務の内容
　財務報告に係る内部統制の整備に関する助言・指導業務、及び収益認識に関する会計基準の適
用に関する助言・指導業務

(4)　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。

－ 18 －

会計監査人の状況
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1)　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ）役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライア
ンスポリシー（企業行動憲章等）を定め、それを全役職員に周知徹底させる。

ⅱ）コンプライアンス担当部署は役職員に対し、コンプライアンスに関する研修を行うこと等に
より、役職員に対し、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を
醸成する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　重要な意思決定及び報告に関しては、取締役会規程に基づいて実施される。また、文書管理規
程などの社内規程に従って管理を行い、監査役の要求があった場合、取締役は速やかに当該情
報・文書を提出するものとする。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ）取締役会は、当社の損害を防止するため、別途「危機管理規程」を作成し、その規程に従っ

てリスク管理を行う。
ⅱ）各事業部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。各事業部門の長は、定期的に

リスク管理の状況を経営会議で報告する。
ⅲ）新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定める。
ⅳ）リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、速やかに経営会議で報告す

る。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ）職務権限並びに意思決定ルールにより適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとり、

併せて運用状況を定期的に検証する。
ⅱ）業務運営の状況を把握し、その改善を図るため、内部監査部門が内部監査を実施する。

－ 19 －
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⑤　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
体制

　監査役を補助すべき使用人として、監査役会から要請がある場合に必要な人員を配置する。

⑥　使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査役を補助すべき使用人の任命、人事異動等の人事権に関しては、監査役会の事前の同意を

得るものとする。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ）取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあると

き、役職員により違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと
定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。

ⅱ）事業部門を統括する取締役は、監査役と協議の上、定期的又は不定期に、担当する部門のリ
スク管理体制について報告するものとする。

⑧　監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
ⅰ）役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
ⅱ）代表取締役及び会計監査人と定期的な意見交換の場を設け、適切な意思疎通及び効果的な監

査業務の遂行を図る。

(2)　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
①　法令及び定款に適合することを確保するための体制について

　内部監査規程により計画された年間計画に基づき、監査役との連携のもとで定期監査を実施し
ております。各部署の法令、内部規程（規則）に則した職務執行状況を確認し、代表取締役に報
告、必要に応じて業務の改善指導を実施しております。また、コンプライアンス相談窓口の設置
による社内通報制度の運用も継続的に実施しております。

－ 20 －
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②　取締役の職務の執行について
　取締役会規程に基づき、月１回の定時取締役会を開催しております。適宜臨時取締役会も開催
し重要事項の決定及び取締役の職務執行状況の監督を実施しております。定時取締役会及び臨
時取締役会の資料、議事録は「文書管理規程」に基づいて担当部署により作成され、セキュリテ
ィが保持された社内文書サーバー及び鍵付きキャビネットに保管されております。

③　リスク管理に関する規程その他の体制について
　取締役会にて当社を取り巻くリスクを認識し、適切な対応によるリスクの軽減、予防について
検討しております。また、リスク管理規程に基づき、リスク管理事務局を設置し、定期的なモニ
タリングを実施しております。

④　監査役の監査、職務執行について
　当社監査役は当社の定時及び臨時取締役会、その他重要な会議に出席し、当社に関する重要な
事項の報告を受け、適宜助言・提言などを述べるとともに、月１回の監査役会を開催し当社の経
理システム並びに内部監査等について適宜、必要な発言を行っております。また、監査の担当部
署と連携して監査を行うことで監査役監査の実効性確保を図っております。

７．会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

－ 21 －
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貸　借　対　照　表
（2021年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資　  産　  の　  部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備
減 価 償 却 累 計 額
建 物 附 属 設 備 （ 純 額 ）
工 具 、 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額
工具、器具及び備品（純額）
リ ー ス 資 産
減 価 償 却 累 計 額
リ ー ス 資 産 （ 純 額 ）

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
長 期 前 払 費 用
敷 金
長 期 未 収 入 金
破 産 更 生 債 権 等
繰 延 税 金 資 産
貸 倒 引 当 金

2,376,511
1,936,486

15,898
371,833
51,113
2,574
1,231

36,058
5,485

△44,169
128,574
12,234
28,252

△22,664
5,588
7,911

△7,692
219

8,633
△2,206

6,426
13,921
13,921

102,418
1,723

78,630
103,367

2,210
22,064

△105,577

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 446,778

買 掛 金 44,105
リ ー ス 債 務 1,867
未 払 金 69,382
未 払 法 人 税 等 133,310
前 受 金 144,182
預 り 金 5,362
そ の 他 48,566

固 定 負 債 5,382
リ ー ス 債 務 5,382

負 債 合 計 452,160
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 2,052,924
資 本 金 386,381
資 本 剰 余 金 304,281

資 本 準 備 金 304,281
利 益 剰 余 金 1,646,767

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,646,767
繰 越 利 益 剰 余 金 1,646,767

自 己 株 式 △284,505
純 資 産 合 計 2,052,924

資 産 合 計 2,505,085 負 債 純 資 産 合 計 2,505,085

－ 22 －
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損　益　計　算　書

( 2020年４月１日から
2021年３月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,134,125
売 上 原 価 438,050
売 上 総 利 益 1,696,074
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,093,511
営 業 利 益 602,563
営 業 外 収 益

受 取 利 息 15
そ の 他 351 366

営 業 外 費 用
支 払 利 息 372
支 払 手 数 料 576
そ の 他 5,729 6,678

経 常 利 益 596,251
特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 10,000 10,000
税 引 前 当 期 純 利 益 586,251
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 165,290
法 人 税 等 調 整 額 △10,122 155,168
当 期 純 利 益 431,083

－ 23 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

( 2020年４月１日から
2021年３月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

純 資 産
合 計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 資本剰余金

合　　　計

その他利益剰
余 金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 386,381 304,281 304,281 1,215,684 1,215,684 △284,191 1,622,154 1,622,154

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 431,083 431,083 431,083 431,083

自己株式の取得 △313 △313 △313

当 期 変 動 額 合 計 － － － 431,083 431,083 △313 430,770 430,770

当 期 末 残 高 386,381 304,281 304,281 1,646,767 1,646,767 △284,505 2,052,924 2,052,924

－ 24 －
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1)　資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
・時価のないもの　移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法
・商　品　　　　　先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
・仕掛品　　　　　個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
・貯蔵品　　　　　先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2)　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物附属設備　　　　　　８～15年
　工具、器具及び備品　　　４～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア　　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③　リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま
す。

(3)　引当金の計上基準
貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、売掛債権について売上計上からの

経過期間に応じた過去の未入金実績や取引先毎の回収状況等を考慮して、
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、各取引先の経営環境の変化や当社の債権回収活動の結果による入
金状況の変化、又は将来の景気動向に重要な変動が生じた場合、これら
の債権等の評価額に重要な影響を及ぼし貸倒引当金の金額が増減する可
能性があります。

(4)　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理　　　　　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

－ 25 －
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２．重要な会計上の見積りに関する注記
(1)　貸倒引当金

①　当事業年度の計算書類に計上した金額
　　149,747千円
②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記　(3)　引当金の計上基準」に記載した内容と同一であ
ります。

(2)　繰延税金資産
①　当事業年度の計算書類に計上した金額
　　 22,064千円
②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　繰延税金資産の評価に関する見積りは、貸借対照表日時点で適用されている税制や税率に基づいており
ますが、（ⅰ）当社の財務諸表及び税務申告書で認識されている事象に関して将来に起こり得る税務上の
結果についての当社の判断と見積り、（ⅱ）税制や税率の改正、（ⅲ）経済状況の悪化や計画未達により、
繰延税金資産の評価に影響を与える可能性があります。

３．表示方法の変更
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当事業年度の
年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

４．貸借対照表に関する注記
　該当事項はありません。

５．損益計算書に関する注記
　該当事項はありません。

－ 26 －
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６．株主資本等変動計算書に関する注記
(1)　当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,903,000株
(2)　当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末 の
株 式 数

普 通 株 式 287,923株 129株 －株 288,052株
（注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。

(3)　当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな
る株式の種類及び数

普通株式 25,800株

７．税効果会計に関する注記
(1)　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
売掛金 32,129千円
貸倒引当金 45,859千円
その他 28,207千円

繰延税金資産小計 106,196千円
評価性引当額 △84,132千円
繰延税金資産合計 22,064千円

(2)　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの､当該差異の原因
となった主要な項目別内訳

法定実効税率 30.6％
（調整）
住民税均等割 0.1％
評価性引当額の減少 △3.4％
その他 △0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.5％

－ 27 －
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８．金融商品に関する注記
(1)　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社は、資金計画に基づき、必要な資金は銀行借入により調達しております。資金運用については短期
的な預金等に限定しており、デリバティブ取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　賃貸物件に係る敷金は、差入先の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金及び未払金は、すべて１年以内の支払期日であります。
　短期借入金の返済日は１年以内となっておりますが、金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、営業債権について、取引先の状況を定期的に確認し、取引相手先ごとに財務状況等の悪化に
よる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は各事業部からの報告に基づき管理グループが適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、
手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定において変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することがあります。

－ 28 －
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(2)　金融商品の時価等に関する事項
　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現 金 及 び 預 金 1,936,486千円 1,936,486千円 －千円

(2) 受 取 手 形 15,898 15,898 －

(3) 売 掛 金 371,833

貸 倒 引 当 金 （ 注 ） １ △44,169

差 引 327,663 327,663 －

(4) 長 期 未 収 入 金 103,367

貸 倒 引 当 金 （ 注 ） ２ △103,367

差 引 － － －

(5) 破 産 更 生 債 権 等 2,210

貸 倒 引 当 金 （ 注 ） ３ △2,210

差 引 － － －
(6) 敷 金 78,630 78,904 274

資 産 計 2,358,679 2,358,953 274

(1) 買 掛 金 44,105 44,105 －

(2) 未 払 金 69,382 69,382 －

(3) 未 払 法 人 税 等 133,310 133,310 －

(4) リ ー ス 債 務
（１年内返済予定を含む） 7,250 6,979 △270

負 債 計 254,048 253,778 △270

（注）１．売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
２．長期未収入金に計上している貸倒引当金を控除しております。
３．破産更生債権等に計上している貸倒引当金を控除しております。

－ 29 －
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（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資　産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び(3)売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

(4)長期未収入金及び(5)破産更生債権等
　担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は、決算日におけ
る貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価として
おります。

(6)敷金
　敷金の時価評価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等、適切な指標に基づく利率で
割り引いた現在価値により算出しております。

負　債
(1)買掛金、(2)未払金及び(3)未払法人税等

　これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。

(4)リース債務（１年内返済予定を含む）
　元利金の合計額を同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定
しております。

９．１株当たり情報に関する注記
(1)　１株当たりの純資産額 392円54銭
(2)　１株当たりの当期純利益 82円43銭
(3)　潜在株式調整後１株当たりの当期純利益 81円71銭

（注）１．2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当
該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株
当たり当期純利益を算定しております。

　　　２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
純資産の部の合計額 2,052,924千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る期末の純資産額 2,052,924千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数

5,229,896株

－ 30 －
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　　　３．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は，以下のとおりで
す。

  １株当たり当期純利益
  当期純利益 431,083千円
  普通株主に帰属しない金額 －
  普通株式に係る当期純利益 431,083千円
  普通株式の期中平均株式数 5,229,987株

  潜在株式調整後１株当たり当期純利益
  普通株式増加数 45,637株
  （うち新株予約権) （45,637株）
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

－

10．重要な後発事象に関する注記
（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更）

 当社は、2021年２月12日開催の取締役会決議に基づき、2021年４月１日付をもって株式分割及び定款の
一部変更を行っております。

１．株式分割について

（１）株式分割の目的
　株式の分割を行うことにより、投資単位当たりの金額を引き下げ投資家の皆様がより投資しやすい
環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

（２）株式分割の概要
①　分割の方法

　2021年３月31日（水曜日）最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式１株につき
２株の割合をもって分割いたしました。

②　分割により増加する株式数
　a　株式分割前の発行済株式総数　　　　　　　　　2,903,000 株
　b　今回の分割により増加する株式数　　　　　　　2,903,000 株
　c　株式分割後の発行済株式総数　　　　　　　　　5,806,000 株
　d　株式分割後の発行可能株式総数　　　　　　　 21,000,000 株

－ 31 －
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（３）日程
　効力発生日　　2021年４月１日（木曜日）

（４）資本金の額の変更
　今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

（５）新株予約権の行使価額の調整
　今回の株式分割に伴い2021年４月１日（木曜日）以降に行使する新株予約権の行使価額を以下の
とおり調整いたします。

名称 決議日 調整前行使価額 調整後行使価額

第３回新株予約権 2016年６月28日 334円 167円
（６）１株当たり情報に与える影響

　当該株式分割による影響については、「９．１株当たり情報に関する注記」に記載しております。

２．株式分割に伴う定款の一部変更について

（１）変更の理由
　今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2021年４月１日（木曜日）をも
って当社の定款第６条の発行可能株式総数を変更しております。

（２）変更の内容
（下線は変更部分を示します）

現行定款 変更後定款
（発行可能株式総数）
第６条　当会社の発行可能株式総数は、

10,500,000株とする。

（発行可能株式総数）
第６条　当会社の発行可能株式総数は、

21,000,000株とする。
（３）日程

　効力発生日　　2021年４月１日（木曜日）

－ 32 －
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会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年５月28日
株式会社ライトアップ

取締役会　御中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人

東京事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴　木　直　幸 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 近 　 藤 　 　 仁 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ライトアップの2020年４月１日

から2021年３月31日までの第20期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

－ 33 －
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　 上

－ 34 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第20期事業年度の取締役の職務の執行に

関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締

役、内部監査人その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主に本社において業務及び財産の状況
を調査いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及
び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

－ 35 －
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2．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②　取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年６月４日

株 式 会 社 ラ イ ト ア ッ プ 　 監 査 役 会
常勤社外監査役 細　川　幸一郎 ㊞
社 外 監 査 役 大　雲　卓　雄 ㊞
社 外 監 査 役 本　行　隆　之 ㊞

以　上

－ 36 －
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株主総会参考書類
第１号議案　取締役６名選任の件
　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名
の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１
し ら

白
い し

石
 

　
たかし

崇
（1973年12月30日生）

1997 年 ４月 日本電信電話株式会社入社

1,219,210株

2000 年 ４月 株式会社ぷららネットワークス（現　株
式会社ＮＴＴぷらら）出向

2001 年 ４月 株式会社サイバーエージェント入社
2002 年 ４月 有限会社ライトアップ（現　株式会社ライ

トアップ）設立　代表取締役社長（現任）

２
む ら

村
こ し

越
 

　
とおる

亨
（1973年３月16日生）

1996 年 ９月 吉田公認会計士事務所（現　湘南パート
ナーズ税理士法人）入社

900株

2001 年 ３月 トーメンサイバービジネス株式会社入社
2004 年 ９月 同社　管理本部経理グループリーダー
2006 年 ５月 当社入社　管理グループ　マネージャー
2007 年 ５月 当社取締役（現任）
（担当）

　管理部門担当

３
さ

佐
と う

藤
ひ ろ

寛
の ぶ

信
（1977年10月７日生）

2000 年 ４月 フリーランスの新聞記者・ライターとし
て活動

600株
2005 年 ７月 当社入社
2006 年 ９月 当社エディトリアルグループマネージャー
2009 年 ９月 当社取締役（現任）
（担当）

　コンテンツ事業部門担当

－ 37 －
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

４
よ し

吉
 

　
も と

本
 

　
し ん

信
じ

治
ろ う

郎
（1976年２月15日生）

1999 年 ４月 プライスウォーターハウスクーパース
コンサルタント株式会社（現　日本ア
イ・ビー・エム株式会社）入社

－株

2001 年 ４ 月 株式会社ガーラ入社
2003 年 12月 同社執行役員
2005 年 10月 ソフトブレーン・サービス株式会社　執

行役員
2006 年 ５ 月 当社監査役
2012 年 ６ 月 当社取締役（現任）
（担当）

　ＤＸソリューション事業部門担当

５
よ し

吉
か わ

川
ひ ろ

浩
な が

永
（1973年９月５日生）

2000 年 ６月 株式会社オプト（現　株式会社デジタル
ホールディングス）入社

－株
2010 年 １月 同社執行役員
2013 年 １月 株式会社Ｃｏｎｓｕｍｅｒ ｆｉｒｓｔ

　代表取締役
2015 年 ２ 月 当社社外取締役（現任）
2017 年 １ 月 合同会社ＨＹ　代表社員（現任）

６
は ら

原
 

　
 

　
 

　
だ い

大
じ

二
ろ う

郎
（1978年６月25日生）

2006 年 10月 弁護士登録

－株

2006 年 10月 弘中総合法律事務所　入所
2009 年 ７月 清水直法律事務所　入所
2015 年 10月 ライジング法律事務所設立　パートナ

ー（現任）
2016 年 12月 当社社外取締役（現任）
2017

2019

年

年

12

６

月

月

株式会社ゼネラル・オイスター　社外取
締役（監査等委員）（現任）
株式会社ディマージシェア　監査役（現
任）

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．白石崇氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
３．吉川浩永氏及び原大二郎氏は、社外取締役候補者であります。
４．(1)　吉川浩永氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は、企業経営者としての豊富な

経験と幅広い見識を有しており、引き続き当該見識を活かして客観的な立場から経営全般に関す
る助言等をいただくことを期待し、選任をお願いするものであります。

－ 38 －
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(2)　原大二郎氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は、弁護士としての豊富な経験
と幅広い見識を有しており、引き続き当該見識を活かして法令やコーポレートガバナンスに関す
る助言等をいただくことを期待し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外役員
となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取
締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

５．吉川浩永氏及び原大二郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役として
の在任期間は、本総会終結の時をもって吉川浩永氏が６年４ヶ月、原大二郎氏が４年６ヶ月となりま
す。

６．当社は、吉川浩永氏及び原大二郎氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、両氏の再任が承認された場合は、当社は
両氏との当該契約を継続する予定であります。

７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「Ｄ＆Ｏ保険」という）
契約を保険会社との間で締結しており、これにより取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場
合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を補填する
こととしております。なお、Ｄ＆Ｏ保険の保険料は、全額を当社が負担しております。候補者が取締
役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時におい
ても同内容での更新を予定しております。

８．当社は、吉川浩永氏及び原大二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま
す。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

－ 39 －
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第２号議案　監査役３名選任の件
　監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３名
の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１
ほ そ

細
か わ

川
 

　
こ う

幸
い ち

一
ろ う

郎
（1949年２月19日生）

1973

2003
2007
2012

年

年
年
年

４

６
６
６

月

月
月
月

株式会社日刊スポーツ印刷社（現　株式
会社日刊スポーツＰＲＥＳＳ）入社
同社取締役
同社顧問
当社監査役（現任）

－株

２
お お

大
く も

雲
 

　
た く

卓
お

雄
（1976年１月17日生）

1999

2000
2007
2012
2020

年

年
年
年
年

11

３
10
６
10

月

月
月
月
月

ベックワンパートナーズ総合事務所入
所
司法書士登録
大雲司法書士事務所開設（現任）
当社監査役（現任）
株式会社ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ－Ｘ　
監査役（現任）

－株

３
※
の

野
む ら

村
 

　
とおる

透
（1960年８月19日生）

1984 年 ４月 株式会社日刊スポーツ印刷社（現　株式
会社日刊スポーツＰＲＥＳＳ）入社

－株1992 年 ９月 株式会社セディック入社
2001 年 ４月 日活株式会社入社
2007 年 ６月 同社経理部長

（注）１．※印は、新任の監査役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．細川幸一郎氏、大雲卓雄氏及び野村透氏は、社外監査役候補者であります。
４．(1)　細川幸一郎氏を社外監査役候補者とした理由は、株式会社日刊スポーツ印刷社での取締役を含

む豊富な経験と、財務経理に関する高い見識を有しており、それらを当社の監査に活かしていただ
けるものと期待し、選任をお願いするものであります。

(2)　大雲卓雄氏を社外監査役候補者とした理由は、司法書士としての豊富な経験と高い見識を有し
ており、それらを当社の監査に活かしていただけるものと期待し、選任をお願いするものでありま
す。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありません
が、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

－ 40 －
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(3)　野村透氏を社外監査役候補者とした理由は、事業会社において経理部長を務めるなど、財務及
び会計に関する豊富な知見を有しており、それらを当社の監査に活かしていただけるものと期待
し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありま
せんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

５．細川幸一郎氏及び大雲卓雄氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、それぞれの社外監査役とし
ての在任期間は、本総会終結の時をもって細川幸一郎氏が９年、大雲卓雄氏が９年となります。

６．当社は、細川幸一郎氏及び大雲卓雄氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、両氏の再任が承認された場合には、
両氏との当該契約を継続する予定であります。また、野村透氏の選任が承認された場合には、同内容
の責任限定契約を締結する予定であります。

７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「Ｄ＆Ｏ保険」という）
契約を保険会社との間で締結しており、これにより監査役が業務に起因して損害賠償責任を負った場
合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を補填する
こととしております。なお、Ｄ＆Ｏ保険の保険料は、全額を当社が負担しております。候補者が監査
役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時におい
ても同内容での更新を予定しております。

８．当社は、細川幸一郎氏及び大雲卓雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており
ます。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、野村
透氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の就任が承認された場
合は、独立役員として届け出る予定であります。

－ 41 －
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第３号議案　会計監査人選任の件
　当社の会計監査人であるＰｗＣあらた有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了によ
り退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。
　また、監査役会が監査法人ハイビスカスを会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人の変更に
より、新たな視点で監査が期待できることに加えて、会計監査人としての品質管理体制、専門性、独
立性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われること
を確保する体制を整えているものと判断したためであります。
　会計監査人候補者は、次のとおりであります。

（2021年４月30日現在）
名 称 監査法人ハイビスカス

主たる事務所の所在地
札幌事務所　北海道札幌市中央区北４条西５丁目１番地４

東京事務所　東京都渋谷区東２丁目23番３号

沿 革

2005年12月　公認会計士５名により札幌に設立

2007年７月　東京事務所開設

2009年２月　公認会計士協会により上場会社監査事務所として登録

2016年２月　公認不正検査士協会　法人会員に登録

概 要

構成人員　代表社員（公認会計士）　　　４名
　　　　　社員　　（公認会計士）　　　９名
　　　　　職員　　（公認会計士）　　　47名
　　　　　　　　　（その他職員）　　　15名
　　　　　合計　　　　　　　　　　　　75名
関与会社　会社法・金融商品取引法監査　14社
　　　　　会社法監査　　　　　　　　　６社
　　　　　その他　　　　　　　　　　　32社
　　　　　合計　　　　　　　　　　　　52社

以　上

－ 42 －

会計監査人選任議案



2021/06/07 14:06:52 / 20702451_株式会社ライトアップ_招集通知（Ｃ）

株主優待割引券
（Ｊコンサルティングサービス、Ｊシステム）

・本券を切り取り又はコピーして所定の事項を記載し、サービスご利用時にサービスの申込書ととも
に当社にご提示ください。

・株主名と優待利用会社名が異なる場合は、名義人株主が優待利用会社の代表者である場合に限り株
主優待を受けることができるものとします。

・株主番号は同封の議決権行使書用紙に記載されております。
・ご利用可能期間は、本券到着時から2022年６月末日までです。
・その他の事項は当社ホームページでご確認ください。

株 主 番 号

住 所

株 主 名

利
用
者
が
法
人
の
場
合

優 待 利 用 会 社 名

上 記 株 主 と の 関 係

株主優待
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都渋谷区渋谷二丁目15番１号
渋谷クロスタワー　32階　当社会議室
TEL 03－5784－0700

東口
渋谷署前

ビックカメラ

山
手
線

渋谷局

東京スクールオブ
ミュージック
専門学校

宮益坂上

宮益坂下

ENEOS

宮益坂

ＪＲ渋谷駅

ハチ公口 宮益坂口
東急

渋谷駅

出口Ｂ5

りそな銀行
渋谷ヒカリエ

三菱UFJ
信託銀行

青
山
通り

ECC
外語学院

西口

首都高
速３号

渋谷線 明治通り

渋谷署

バス
ロータリー

渋谷クロスタワー
32階

交通 ＪＲ「渋谷」駅 東口より 徒歩約５分
東京メトロ「渋谷」駅 Ｂ５番出口より 徒歩約４分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図


